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（公印省略）

再任用職員に対する広域異動手当、住居手当、通勤手当及び

単身赴任手当の運用について（通知）

標記について、下記のとおり定められ、令和５年４月１日から実施する

こととされたので通知する。

記

１ 広域異動手当

自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第４５条の２第１項の規定に

より採用された職員（以下「再任用職員」という。）に対する防衛省の

職員の給与等に関する法律施行令（昭和２７年政令第３６８号。以下「

令」という。）第９条の３においてその例によることとされる人事院規

則９―１２１（広域異動手当）第５条第２項第１号の規定の適用につい

ては、当該再任用職員の採用を国家公務員法（昭和２２年法律第１２０

号）第６０条の２第１項の規定による採用とみなす。

２ 住居手当

再任用職員に対する令第９条の４においてその例によることとされる

人事院規則９―５４（住居手当）第４条の規定の適用については、当該

再任用職員を国家公務員法第６０条の２第２項に規定する定年前再任用

短時間勤務職員とみなす。



３ 通勤手当

再任用職員に対する令第９条の５の規定においてその例によることと

される人事院規則９―２４（通勤手当）第１６条第１号イの規定の適用

については、当該再任用職員の採用を国家公務員法第６０条の２第１項

の規定による採用とみなす。

４ 単身赴任手当

再任用職員に対する防衛省職員給与施行細則（昭和３０年防衛庁訓令

第５２号）第１７条の３第２項においてその例によることとされる人事

院規則９―８９（単身赴任手当）第５条第２項第１号イの規定の適用に

ついては、当該再任用職員の採用を国家公務員法第６０条の２第１項の

規定による採用とみなす。


